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も う 一 度 確 認 ！ 役 員 給 与 の 増 税 の し く み 

● 役員給与にかかる法人税 
 平成１９年度税制改正のひとつに「役員給与の

損金算入規定の見直し」があります。適用除外と

なる会社の範囲が広がり、平成１８年度に比べ制

度は緩和されたのですが、そもそもこの規定は、

どんな会社が対象となり、どれくらい増税になる

のでしょうか？ 

 まずは増税の対象になるかどうかを次のフロー

チャートで確認してみましょう。 

● 適用 or 適用除外の判定 

同族会社 ＮＯ

ＹＥＳ

オーナー同族関係者が議決権
株式を90％以上保有

ＮＯ

　ＹＥＳ

オーナー同族関係者が常務従
事役員の過半数を占有

ＮＯ　

　ＹＥＳ

前３年基準の所得金額800万円
超（Ｈ19.4.1以後開始の事業年

度より1,600万円に改正）
ＮＯ

　ＹＥＳ

前3年基準の所得金額3,000万
円以下

　ＹＥＳ

ＮＯ
前3年基準の所得金額に対する

社長の給与割合が50％以下
ＹＥＳ 

　ＮＯ

適用対象

適
用
除
外

 このフローチャート上の「前３年基準の所得金

額」とは、【税務上の利益】と【社長の給料】の合

計を直前３年間で平均した金額です。平成１９年

の税制改正では、この金額の判定基準が８００万

円から１，６００万円に引き上げられました。平

成１８年４月１日～平成１９年３月３１日の間

に開始した事業年度については、８００万円超

が判定基準となりますので、注意が必要です。 

● 増税のしくみ 

フローチャートで「適用対象」になってしま

った場合は、社長の給料の一部が会社経費とし

て認められなくなります。そのため、その認め

られない部分が利益となり、税金の対象となっ

てしまいます。 

経費として認められない部分とは、社長の給

料の「給与所得控除額」に相当する金額です。

つまり、社長個人の税金計算で対象外とされて

いた部分に会社の税金をかけるということにな

ります。 

（例）社長の年収が1,200万円

970万円
個人の税金の

対象となる部分

230万円
給与所得控除額

（増税の対象）
 

● 増税の額 

具体的な増税の金額の参考例は次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

● 対策は慎重に 

株の譲渡や社長給料の見直しなど対策をご検

討の場合は、事前に担当者にご

相談ください。 

               （鈴木 裕子） 

   

２００７年６月号（№１０８） 

年 収 
給与所得

控除額 

増税額 

※税率 40％で計算 

1,200 万円 230 万円 92 万円 

900 万円 210 万円 84 万円 

600 万円 174 万円 70 万円 


